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令和６年 第６回 定例 

 

摂 津 市 教 育 委 員 会 会 議 録 

 

開催日時      令和６年６月１９日（水）      午後１時３０分開会 

                   午後３時３０分閉会 

 

開催場所     摂津市役所 本館３階 ３０１会議室  

 

付議事件   

議案番号 件       名 審議結果 

２８ 摂津市立味生小学校学校運営協議会委員の委嘱の件 承認 

 

報告事項 

番号 件       名 

１ 事業実施に伴う後援名義の使用承認について 

２ 
摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を 

改正する条例制定について 

３ 令和６年度１学期教育委員学校訪問まとめについて 

４ 令和６年度５月までの問題行動等報告について 

５ 令和６年度５月までの問題行動等具体的事案について 

６ 各課事業日程報告について 

 

その他 

番号 件       名 

１ 摂津市立小中学校結核対策委員会からの答申について 
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教 育 長 

教育長職務代理者 

委 員 

委 員 

委 員 

 

 

 

若狭孝太郎 

福 元  実 

大 矢 優 子 

藤 村 裕 爾 

榊 奈津子 

教 育 総 務 部 長 

教 育 政 策 課 長 

教育総務部副理事 

兼学校教育課長 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

学校教育課参事 

（ 教 職 員 人 事 担 当 ）  

教 育 支 援 課 長 

生 涯 学 習 課 長 

学校教育課長代理 

教育支援課長代理 

教育政策課長代理 

教育政策課総務係長 

教育政策課係員 

安 田 信 吾 

小 西  仁 

河 平 浩 一 

 

田 中 大 介 

 

羽 田 行 伸 

 

武 田 進 介 

千葉 郁子 

樋口 三花 

濵 岡  徹 

藤 原 崇 裕 

星野 佑太 

末永 侑希 

こども家庭部長 

こ ど も 政 策 課 長 

こども政策課参事 

こども家庭相談課長 

保 育 教 育 課 長 

保 育 教 育 課 参 事  

こ ど も 家 庭 部 副 理 事 

兼出産育児課長 

保 育 教 育 課 長 代 理 

 

大 橋 徹 之 

飯 野 祐 介 

佐 野 嘉 宏 

古 賀 順 也 

湯 原 正 治 

中 川 資 子 

松 田  紀 子 

 

上 地 宏 到 
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教育長  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当）  

 

 

 

教育長 

 

大矢委員 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

 

ただいまから、令和６年第６回教育委員会定例会を開催いたしま

す。 

本日の署名委員は榊委員です。よろしくお願いいたします。 

本日は付議事件が１件、報告事項が６件、その他が１件ございま

す。 

まず、本日の議事進行について各委員にお諮りします。 

報告事項（５）及びその他（１）につきましては、個人が特定さ

れる恐れがあるため、関係法令の規定によりまして、秘密会として

行いたく存じます。 

従いまして、まず議案第２８号から報告事項（６）まで進み、暫

時休憩を取ります。その後、秘密会を宣言し、報告事項（５）、そ

の他（１）の順に進みますが、皆様ご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、本日の議事進行につきましては、ご

説明したとおり進行いたします。 

まず、議案第２８号「摂津市立味生小学校運営協議会委員の委嘱

の件」について学校教育課から説明をお願いします。 

 

議案第２８号「摂津市立味生小学校運営協議会委員の委嘱の件」

について、ご説明申し上げ承認を求めるものです。 

 

【以下、議案書等により説明】 

  

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

摂津市内で４校目であり、今後全校に学校運営協議会を設置する

と思うのですが、その計画についてお伺いします。 

 

現時点で、来年度をどの学校にする等は決定しておりません。各

学校区によって地域性等も異なるため、一律に導入するのではなく

実効性を第一に考え、導入している学校の成果と課題を整理し、今

後の展開に活用していきたいと考えております。 
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藤村委員 

 

 

 

教育総務部副理事 

兼学校教育課長 

 

 

 

 

藤村委員 

 

 

教育総務部副理事 

兼学校教育課長 

 

教育長 

 

 

 

 

全委員 

 

教育長 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

教育長 

 

藤村委員 

 

 

学校運営協議会の内容について確認させていただきたいと思い

ます。特に、教職員人事についてはどのような取扱いになっている

のでしょうか。 

 

学校運営協議会の役割の一つとして、教職員の人事について校長

や教育委員会に意見することができるとされております。ただし、

ここで言う人事とは、特定の教職員についてではなく、例えばキャ

リア教育や英語教育等に注力するために、その役割を担う人材が必

要ではないかといった意味合いとなります。 

 

その場合、任命権者である大阪府教育委員会に対して意見すると

いう理解でよいのですか。 

 

基本的には市教育委員会に対して意見するという想定でござい

ます。 

 

他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようなので、議案第２８号「摂

津市立味生小学校運営協議会委員の委嘱の件」について原案とおり

承認することにご異議ございませんでしょうか。 

 

異議なし。 

 

異議なしとのことですので、議案第２８号「摂津市立味生小学校

運営協議会委員の委嘱の件」については承認いたします。 

続きまして、報告事項（１）事業実施に伴う後援名義の使用承認

について教育政策課から説明をお願いします。 

 

［事業実施に伴う後援名義の使用承認について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

後援名義の使用承認の基準の一つに、「営利又は宣伝を目的とす

るものではないこと」があるとのことですが、今回新たに申請があ
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教育支援課長 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

保育教育課長 

 

 

教育長 

 

大矢委員 

 

 

保育教育課長 

 

 

大矢委員 

 

 

 

 

榊委員 

 

 

 

保育教育課長 

 

 

った事業の中で、参加費等の徴収はあるのでしょうか。 

 

新規申請のあった「１日体験 体操教室」につきましては、今回

無料でありますが、内容によっては実費弁償分を参加費として徴収

する場合がございます。 

 

他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。 

報告事項（２）「摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関す

る基準を定める条例の一部を改正する条例制定」について保育教育

課から説明をお願いします。 

 

［摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部を改正する条例制定について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

 

今回の条例改正で保育所は手厚くなるのは理解しましたが、幼稚

園はどうなるのでしょうか。 

 

今回の配置基準の見直しの中で言及はございませんので、小規模

保育事業保育所と認定こども園が対象であると認識しております。 

 

今回の配置基準の見直しをみると、例えば５歳児については２５

名に対し１名の保育士及び保育従事者を配置するということにな

ります。そう考えると小学校１年生は３５名に対し１名に跳ね上が

るため、より丁寧な支援が必要になると思いました。 

 

「当分の間、改正後の基準を適用せず」と記載がありますが、ど

のくらいの期間を想定されているのでしょうか。その期間について

保育所を運営する側との認識が合致しているのでしょうか。 

 

附則で経過措置期間を設けておりますが、具体的な期間を設定し

ているわけではございません。改正の趣旨を鑑み、本市ではできる

限り早期に対応していけるようにしていきたいと考えております。 
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教育長 

 

 

 

 

教育総務部副理事 

兼学校教育課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

教育総務部副理事 

兼学校教育課長 

 

藤村委員 

 

 

 

 

 

 

 

大矢委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。 

報告事項（３）「令和６年度１学期教育委員学校訪問まとめ」に

ついて学校教育課から説明をお願いします。 

 

［令和６年度１学期教育委員学校訪問まとめについて説明］ 

 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

私から１点伺います。今回の学校訪問では他校の教頭がオブザー

バーとして参加されており、良い機会になったと感じております。

今後、他校の校長や校区内での小中を跨いだ教職員の参加等につい

ても検討してはどうでしょうか。 

 

今後検討させていただきます。 

 

 

 今回の学校訪問の感想ですが、校長、教頭はじめ教職員の方々の

元気な姿がとても印象的でした。学校経営計画のヒアリング等を通

じ、学校の普段の取組が良くわかる機会となりました。とりわけ、

鳥飼小学校と鳥飼東小学校では、国事業等を活用し、令和８年度の

統合に向けて様々な取組を展開している様子が実感できました。働

き方改革についても、なかなか難しい課題ではありますが、組織の

見直しをはじめ努力されている姿を確認いたしました。 

 

各校でＩＣＴを授業の中で自然に活用できていることが喜ばし

いことだと思いました。事務局の説明にありましたように、各校に

おける子どもの主体性を大事にしている姿が見てとれました。子ど

もが自治する学校に向け、様々な取組が実施されていました。興味

深かったのは大谷選手のグローブをわざと鍵をかけて保管してい

た三宅柳田小学校です。大人が「使いたいでしょ、使っていいよ」

ではなくて、子どもたちからの「使いたい」を引き出す試みでした。

これは授業においても教員が全てを伝えるだけではなく、子どもた

ちの主体性を引き出すことに通じることだと感じました。また、第
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教育長 

 

 

 

 

学校教育課参事 

（教育指導担当） 

 

教育長 

 

 

 

 

教育政策課長 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育長 

 

 

 

 

 

 

三中学校では、授業を子どもたちが主体となって進められないか検

討しているとのことで、素晴らしいと思いました。 

 

他にご意見・ご質問等はございませんでしょうか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。 

報告事項（４）「令和６年度５月までの問題行動等報告」につい

て学校教育課から説明をお願いします。 

 

［令和６年度５月までの問題行動等報告について説明］ 

 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、ご意見・ご質問等が無いようですので、次に進みます。 

報告事項（６）「各課事業日程報告」について教育政策課から説

明をお願いします。 

 

［各課事業日程報告について説明］ 

 

説明が終わりましたが、何かご意見・ご質問等はございますか。 

それでは、特にございませんので、秘密会以外の審議については

全て終了いたしました。 

会議の始めに、お諮りしましたとおり、ここで暫時休憩をとり、

秘密会として再開いたします。関係者以外の方はこれで終了です。

ご苦労様でした。 

それでは、暫時休憩します。 

 

≪暫時休憩≫ 

 

それでは秘密会として再開いたします。 

まず、報告事項（５）「令和６年度５月までの問題行動等具体的

事案」について学校教育課から説明をお願いします。 

 

 

【以下、秘密会のため削除】 
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教育長 これにて秘密会を解きます。 

ただ今をもちまして、本日の案件は全て終了いたしました。 

これをもちまして、本日の定例教育委員会議を終了いたします。

ご苦労様でした。 

 


